
『
通

六
九
証
破
比
量
文
』

の
撰
述
年
時

に

つ
い
て
 
(
浅

田
)
 

二
八
八

『通
六
九
証
破

比
量
文
』

の
撰
述
年
時

に

つ
い
て

浅

田

正

博

一

最
澄
と
徳

一
と
の
権
実
論
争
に
お
い
て
現
存
す
る
論
争
書
の
う
ち
で

著
作
年
代

の
明
確
な
書
物
は
、
『
照
権
実
鏡
』
『
守
護
国
界
章
』
そ
れ
に

『
法
華
秀
句
』
の
三
著
で
あ
る
。
そ
の
他
は
徳

一
側

の
散
侠
資
料
も
含

め
て
全
て
推
定
に
ゆ
だ
ね
る
他
は
な
い
。
そ
の
推
定
も

『中
辺
義
鏡
』

の
よ
う
に

『
守
護
章
』
に
指
摘
が
あ
る
著
書
な
ら
ば
、
ほ
ぼ
確
定
的
な

予
測
が
可
能
で
あ
る
が
、
『
慧
日
羽
足
』
や

『
義
鏡
要
略
』
等

に
至

つ

て
は
、
他
著
に
侠
文
が
引
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
い
つ
、
い
か
な
る
内

容
を
も

つ
て
著
わ
さ
れ
た
の
か
全
く
見
当
す
ら
つ
き
か
ね
な
い
。
こ
の

こ
と
は
現
存
す
る
著
作
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
小
論
に
お
い

て
考
察
対
象
と
す
る
最
澄
の

『通
六
九
証
破
比
量
文
』

一
巻
も

い
つ
頃

著
述
さ
れ
た
の
か
定
が
で
な
い
。
塩
入
亮
忠
博
士

に
よ

つ
て
徳

一
の

『
仏
性
抄
』
以
前
の
作
で
あ
る
と
予
測
さ
れ
な
が
ら
も
そ
の
理
由
等
は

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
小
論
に
お
い
て
、
『
法
華
秀
句
』
と

『通

六
九
証
破

比
量
文
』
と
の
交
渉
を
通
し
て
種

々
検
討
を
加
え
、

そ
の
成

立
年
時
と
、
論
争
に
果
し
た
役
割
と
を
討
究
し
た
い
と
考
え
る
。

結
論
を
先
に
あ
げ
る
と
、
『
通
六
九
証
破
比
量

文
』
は
、
弘
仁
九
年

か
ら
遅
く
と
も
弘
仁
十
年
頃
に
は
成
立
し
た
論
争
書
で
あ
る
と
判
断
を

下
し
た
。
し
か
も
本
書
が
出

る
に
及

ん
で
徳

一
は
直
ち
に

『
遮
異
見

章
』
を
草
し
て
反
論
の
指
標
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
澄
は
そ
れ

に
屈
せ
ず
、
再
度

『
法
華
秀
句
』
を
著
述
し
て

こ
れ
に
答
え
る
と
い
う

『守
護
章
』
以
降
に
お
け
る
権
実
論
争
の
中
心
的
役
割
を
果
し
た
基
盤

と
し
て

『
通
六
九
証
破
比
量
文
』
を
見
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
思

考
す
る
の
が
本
論
で
の
主
張
で
あ
る
。

二

中
国
の
慈
恩
大
師
窺
基
は

『
成
唯
識
論
掌
中

枢
要
』
二
巻
に
お
い

て
、
五
性
各
別
説
を
主
張
す

る
た
め
に

「
六
証

一
量
」
「
九
証

一
量
」

を
立
て
る
。
要
す
る
に
、
声
聞

・
縁
覚
の
二
乗

に
は
機
根
に
従

つ
て
声

聞
定
性
と
縁
覚
定
性
と
の
二
定
性
が
あ

つ
て
仏
果
に
至
る
こ
と
が
で
き

な
い
機
類
の
存
す
る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、
経
論
六
文
を
引
用
し

て
経
証
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
六
証

一
量

と
呼
ん
で
い
る
。
次
に

仏
種
性
を
持
た
な
い

一
閲
提
に
属
す
る
無
性
有

情
が
存
在
す
る

と
い
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う

一
量

を
立
て
る
た
め
に
、
同
じ
く
九
経
論
を
引
い
て
そ
の
証
文
と
し

て
い
る
。

こ
れ
が
九
証

一
量
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
六
証
と
九
証
と
に
よ

つ
て
法
相
宗
の
五
性
各
別
説
が
成
立
す
る
基
盤
と
も
な
つ
て
い
る
。
こ

れ
に
対

し

一
切
皆
成
を
主
張
す
る
天
台

一
乗
家
に
お
い
て
五
性
各
別
説

を
否
定

す
る
に
は
、

こ
れ
ら
の
経
証
が
解
釈

の
誤
り
か
ら
来
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
明
確
に
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
六
証
と
九
証

と
を
会
通

し
て
、
窺
基
の
樹
立
し
た
比
量
を
破
析
し
て
こ
そ
三
乗
思
想

を
打
ち
く
ず
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
最
澄
の
著
わ
し
た

『
通

六
九
証
破
比
量
文
』
こ
そ
は
、
実
に
か
か
る
内
容
を
持
つ
も
の
で
、
法

相
家

の
咽
元
に
刃
を
つ
き
つ
け
た
書
物
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
る
に
こ
の

『
通
六
九
証
破
比
量
文
』
の
前
半
部
分
に
相
当
す
る

「
六
証

一
量
」
の
論
難
箇
所
が
、
弘
仁
十
二
年
に
著
わ
さ
れ
た

『
法
華

秀
句
』

の
巻
上
末
に
ほ
ぼ
全
文
に
わ
た
つ
て
転
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
引
文
に
ひ
き
つ
づ
い
て

「
短
翻
者
」
の
説
と
し
て
、

徳

一
の
反
論
を
記
載
し
、
さ
ら
に
そ
の
説
を
批
判
す
る
形
で
最
澄
の
論

難
が
展
開

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に

『
法
華
秀
句
』

の
構
成

は
、
「窺
基
の
枢
要
」
↓
「
最
澄
の
通
六
九
証
破
比
量
文
」
↓
「
徳
一
の
反

論
」
↓
「
最
澄
の
再
度
の
反
論
」
と
い
う
四
段
構

え
の
構
成
を
も

つ
て

い
る
と

い
え
よ
う
。
試
み
に
第

一
証
文
に
関
す

る
部
分
を
抄
出
す
る

と
、

(短
翻
者
。
第

一
死
二法
華
心
晴
響
証
文
云
。)

華
厳
第
四
十
世
間
品
云
。
仏
子
菩
薩
摩
詞
薩
。
於
二兜
率
天
一臨
二命
終
一時
十

種
果
現
。
…
…

若
不
レ覚
者
光
明
力
故
移
置
二他
方
余
世
界
中
一也
。

(法
華
宗
)
 通
日
。
此
証
非
レ理
。
何
以
故
。
浬
契
経
時
。
被
二会
通
一故
。

浬
契
経
云
。
迦
葉
第
五
人
者
。
永
断
二食
欲
瞑
患
擬
幻
得
二辟
支
仏
道
幻
…
…

(
1
)

明
知
。
入
滅
之
後
。
経
レ劫
作
仏
。
壼
執
レ権
失
レ
実
。

以
上
が
 
(
)
 
の
部
分
を
除
い
て
は

『
通
六
九
証
破
比
量
文
』
と
全
文

に
わ
た
つ
て

一
致
す
る
箇
所
で
あ
る
。
な
お

「法
華
宗
通

日
」
以
前
の

(
2
)

文
は

『枢
要
』
の
引
文
で
あ
る
。
し
か
る
に

『
法
華
秀
句
』
で
は
つ
づ

い
て短

融
者
更
会

三彼
第

一
通
二
掌
中
放
光
文
幻
華
厳
錐
レ
云
二
入
於

浬
繋

幻
而

至
二

(
3
)

浬
繋
経
会
一入
滅
之
後
経
劫
作
仏
者
。
此
通
非
レ通
。
…
…

と
記
さ
れ
て
い
る
。
短
翻
者
と
は
鹿
食
者
と
同
様
に
徳

一
の
蔑
称
で
あ

る
。

こ
こ
で
は
徳

一
に
よ
る

『
通
六
九
証
破
比
量
文
』

へ
の
反
論
を
掲

げ
て
い
る
が
、
最
澄
は
こ
れ
を
承
け
て
再
度
反
論
を
く
り
か
え
す
の
で

あ
る
。

い
わ
ば

『法
華
秀
句
』
撰
述

の
核
心
部
分
が
こ
こ
に
あ
る
の
で

あ
る
。

法
華
宗
霜
二電
邪
苗
一云
。
短
潮
者
引
二浬
葉
経
不
定
文
一令
レ違
二華
厳
定
性

(
4
)

文
幻
是
則
破
二汝
決
定
執
幻
令
レ作
二不
定
文
幻
…
…

全
集
本
に
て
五
頁
に
わ
た
る
定
性
不
定
性
会
通

の
主
張
で
あ
る
。

こ
れ

ら
を
通
覧
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
『
枢
要
』
の
第

一
証
に
関
す

る
論
争

展
開
の
全
貌
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に

「
六
証

一
量
」

の
七
文
に
関

し
て
各
文
ご
と
に

「枢

『
通
六
九
証

破
比
量
文
』

の
撰
述
年
時

に

つ
い
て
 
(
浅

田
)
 

二
八
九
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『
通
六
九
証
破
比
量
文
』
の
撰
述
年
時
に

つ
い
て
 
(
浅

田
)
 

二
九
〇

要
」
-
「
通
六
九
証
破
比
量
文
」
-
「
徳
一
反
論
」
-
「
最
澄

の
再
度

の

論
難
」
と

い
う
構
成
に
お
い
て

『
法
華
秀
句
』
巻
上
末
は
終

つ
て
い
る

(
5
)

の
で
あ
る
。

三

『
通
六
九
証
破
比
量
文
』
の
前
半
部
分
が

『
法
華
秀
句
』
巻
上
末
に

余
す
と
こ
ろ
な
く
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
眼
し
た
と
き
、
次
の
二

つ
の
問
題
点
が
惹
起
さ
れ
る
。
第

一
点
は

『
通
六
九
証
文
』
の
撰
述
時

期
の
問
題

で
あ
り
、
第
二
点
は

『通
六
九
証
文
』
を
批
判
し
た
徳

一
の

「反
論
書
」
の
検
出
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

『
法
華
秀
旬
』
巻
上
末
を

最
澄
が
著

わ
す
直
接
原
因
と
し
て
の
徳

一
側
資
料
の
探
訪
で
あ
る
。
徳

一
の
文
献
が
現
存
し
な
い
今
日
に
お
い
て
そ
の
書
名
な
り
と
も
検
出
で

き
な
い
も

の
か
と
検
討
し
て
み
た
結
果
、
『
遮
異
見
章
』
で
あ

ろ
う

と

め
推
定
が

つ
い
た
が
、
残
念
な
が
ら
紙
数
の
都
合
上
そ
の
論
証
は
他
日

(
6
)

に
ゅ
ず
る
他
は
な
い
。
よ
つ
て
小
稿
で
は
第

一
の
問
題
点
に
し
ぼ
つ
て

私
見
を
述

べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
通
六
九
証
文
』
の
撰
述
時
期
に
関
す
る
従
来
の
定
説
は
塩
入
亮
忠

博
士
が
基
調
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
博
士
は

『
仏
書
解
説
大

辞
典
』
に
お
い
て
弘
仁
十
二
年
以
前
の
著
と
述
べ
る
に
と
ど
ま

つ
て
い

(
7
)

る
が
、
同

じ
く
博
士
の
著
書

『
伝
教
大
師
』
で
は
徳

一
の

『
仏
性
抄
』

は

『
通
六
九
証
破
比
量
文
』
に
対
す
る
反
論

で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い

(
8
)

る
。
し
か
ら
ば
弘
仁
八
年
撰
述
の

『
照
権
実
鏡
』
が

『
仏
性
抄
』

へ
の

反
論
書

で
あ
る
点
か
ら
し
て
、
弘
仁
六

・毛

年

の
著
述

と
考
え
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
を
承
け
て
浅
井
円
道
博
士
は
弘
仁
六
年
頃

の
撰
述

(
9
)

と
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
本
書
は
三

一
権
実
論
争
の

最
も
初
期
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
従
来
の
定
説
で
あ
る

と
い
え
る
。
し
か
る
に
か
な
り
早

い
テ
ン
ポ
で
進
め
ら
れ
た
こ
の
論
争

に
お
い
て
、
初
期
の
著
作
 (通
六
九
証
文
)
 の
反
論
 (遮
異
見
章
?
)
 に
対

す
る
最
澄
の
再
度
の
論
難
書
 (法
華
秀
句
)
 が
、

最
も
後
期
の
著
述
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
は
首
肯
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
つ
て
従
来
の

定
説
に

一
考
を
要
す
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

私
は

『
通
六
九
証
文
』
の
撰
述
時
期
を
決
定
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
三

カ
所
に
わ
た
つ
て
引
か
れ
る

「別
章
」
、に
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら

『
別
章
』

の
判
断
が
つ
け
ば
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
撰
述
年
時
の
推

定
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
三
カ
所
の

『
別
章
』

の

一
々

に
検
討
を
加
え
て
そ
の
撰
述
年
代
を
割
り
出
し
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
第

一
に

「
六
証

一
量
」
中

の
第
四
証

「通
二
摂
大
乗
論
十
因
証
こ

に

「
別
章
」
の
名
が
見
え
る
。

又
摂
大
乗
為
二十
義
一故
説
-
二乗
幻
引
二摂
不
定
性
一故
。

通
日
。
此
十
因
故
為
レ証
不
レ成
。
所
以
者
何
。
此
十
因
故
説
二
一
乗
一為
下
引
ニ

(
1
0
)

摂
定
不
定
性
三
乗
幻
趣
中入

一
乗
上故
。
具
如
二梁
摂
論
井
別
章
説
幻

梁
の

『
摂
論
』
は
さ
て
お
き
、
『
別
章
』
に
同
内
容
が
詳

し
く

説
か

れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
最
澄
の
他

の
著
作
に
こ
れ
を
求
め

て
み
る
必
要
が
あ
る
。
内
容

は

『摂
大
乗
論
』

の
十
義
 
(十
因
)
 に
よ

つ
て
不
定
性
を
引
摂
し
て

一
乗
と
す
る
三
乗
家

の
説
に
対
し
て
、
定
性
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不
定
性

の
三
乗
を
も
引
摂
し
て
悉
く

一
乗
に
趣
入
す
る
と
説
く

一
乗
家

の
主
張
が
具
さ
に
著
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
箇

所
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と

『守
護
国
界
章
』
に
次
の
如
き

一

文
が
見

つ
か
つ
て
き
た
。

麓
食
者
云
。
六
摂
論
第
十
巻
云
。
依
二十
密
意
一法
華
会
中
仏
説
一二
乗
幻
十

密
意
者
。
頗

日
。
為
下
引
二
摂

一
類

蝉
及
任
中
持

所

余
加
由
二
不
定
種

性

一諸
仏

説
一二

乗

幻
法
無
我
解
脱
等

故
。

性

不
レ
同
。

得
三

一
意

楽

化
幻
究

寛

説
一二

乗
幻
此
十
義

中
初

一
頗
顕
下
為

二
不

定
性

二
乗

一
説
一二

乗

一
意
加
後

一
頚

顕
下

 
む
 

為
二定
性
二
乗
一説
二
一
乗
一意
加
…
…

最
初
に

「鹿
食
者
云
」
と
あ
る
か
ら
徳

一
の
所
論
で
あ
る
。
不
定
種

性
に
よ
つ
て
諸
仏
は

一
乗
を
説
く
と
し
て
い
る
点
は

『
枢
要
』
と
共
通

す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
最
澄
は
延

々
と
徳

一
の
誤
り
を
論
破
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
如
上
の
部
分
は

『
守
護
章
』
下
之
下
に
お
け
る

「
弾
諺
法

者
諺
法
華
詞
章
第
十
二
」
の

一
文
で
、
「七
教
二
理
」
を
論
拠
と
し
て
、

法
華
経
を
権
教
で
あ
る
と
主
張
し
て
や
ま
な
い
徳

一
を
弾
破
す
る
箇
所

で
あ
る
。

そ
の
中
の
第
六
に
、
『摂
論
』
の
第
十
巻
を
引
文

し
て
十

の

密
意

を
述

べ
、

一
乗
説
は
仏
の
密
意

の
教
で
あ
る
と
判
断
す
る
徳

一
の

ノ

ク

論
断
が
上
述
部
分
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
最
澄
は

「
弾
日
」
と
前
置

き
し
て
文
献
学
的
批
判
を
加
え
、
し
か
も
中
国

の
論

主

の
意
見

を
引

き
、已

定
未
定
皆
倶
成
仏
。
了
義
密
義
倶
説
二
一
乗
幻
宣
謂
下
錐
レ説
二
一
乗
一而
定

(1
2
)

性
不
二
成
仏

一故

為
中
密
義
上
哉
。

と
し
て
皆
成
仏
の
義
を
述
べ
る
。

こ
の
部
分
こ
そ
が

『
通
六
九
証
文
』

に
お
け
る

「如
二別
章
こ

に
当
て
は
ま
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

次
に
第
二
の
別
章

の
典
拠

と
し
て
は

「
九
証

一
量
」
中

の
第
七
証

「
通
二大
荘
厳
論
無
性
証
一」
を
承
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

故
知
。
荘
厳
論
無
性
証
。
不
二是
法
爾
種
性
幻
其
論
所
レ立
五
種
無
種
性
。
約

(
1
3
)

レ位
所
レ
立
故
。
不
レ関
二法
爾
兎
角
無
一故
。
具
如
二別
章
幻

『枢
要
』
に
無
種
性
を
証
す
る

一
文
と
し
て

『
荘
厳
論
』
の
時
辺

・

畢
寛
の
二
無
浬
葉
法
を
掲
げ
る
。

こ
れ
を
最
澄
は

「
約
レ
位
立
レ
性
」
と

解
し
て
こ
の
説
を
退
け
よ
う
と
す
る
反
論
の
最
後
部
分
が
上
述
文
で
あ

る
。
即
ち
五
種
無
種
性
が
法
爾
種
性
に
よ
る
も

の
で
は
な
く

「約
レ
位

所
レ立
」
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
箇
所
が

『別
章
』
に
あ

る
と
述

べ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
前
回
と
同
様
に
最
澄
の
他
の
著
作

に
求
め

る
と
、
や

は
り

『
守
護
章
』
下
之
下
に

(
1
4
)

聞
経
定
性
。
約
位
無
性
。
広
説
二上
章
幻

と
あ
つ
て

「約
レ
位
無
性
」
が

『
守
護
章
』
中
に
記
さ
れ
て
い
る

こ
と

を
指
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
下
之
上
に
お
け
る

「弾
鹿
食
者
謬
破
二

切
有
情
皆
悉
成
仏
一章
第
二

」
に
当
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の

一

章
は

「悉
皆
成
仏
義
」
を
否
定
す
る
徳

一
の
反
論
た
る
十
五
文
の

一
々

に
最
澄
が
論
難
を
加
え
た
部
分
で
、
各
所
に
約
位
無
性
説
が
散
説
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
六
論
難
に
お

い
て
、

或
経
論
中
。
説
三趣
寂
二
乗
及
畢
寛
無
性
。
終
不
二成
仏
一者
。
機
根
未
レ熟

故
。

説
時
未
レ
至
故
。

約
レ
位
各

一
故
。

終
不
二
成
仏
幻
非
レ
謂
二
永
永
畢

寛
不

一

『
通
六
九
証
破
比
量
文
』

の
撰
述
年
時

に

つ
い
て
 
(
浅

田
)
 

二
九

一
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『
通
六
九
証

破
比
量
文
』

の
撰
述
年
時

に
つ
い
て
 
(
浅

田
)
 

二
九
二

レ
成
。

麓
食
者
当
レ
知
。

無
二
厭
捨

一故
。

趣
寂

二
乗
彼

土
聞
レ
経
。
壊

二
善

根

一

(
1
5
)

故
。
畢
寛
無
性
。
続
レ善
成
仏
。
…
…

無
性
と
は
機
根
未
熟
と
い
う

「位
」
に
約
し
て
論
じ
る
立
場
で
あ
る

の
で
今
は
不
成
仏
で
あ
る
が
、
永
々
畢
寛
じ
て
不
成
仏
と
い
う
の
で
は

な
い
と
す
る
最
澄
の
意
見
で
あ
る
。

こ
れ
は
同
じ
く
第
八
難

に
お

い

て
、
最
澄
個
人
の
憶
説
で
な
い
こ
と
を
明
す
。

(
1
6
)

弥
勒
約
レ障
立
二差
別
一故
。
無
著
約
レ位
立
二無
種
性
一故
。

五
性
差
別

は

「約
障
」
で
あ

り
、
弥
勒

の
主
張

で
あ
る
。
反

面

「約

位
」
説
は
無
著
の
論
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
第
十
三
論
難
で
は
次

の

如
く
断
言
す
る
。

約
レ位
約
レ障
立
二五
乗
性
幻
非
レ謂
二始
終
永
定
差
別
幻
若
言
下
始
終
永
定
立
中

有
性
無
性
炉
有
即
定
有
。
無
即
定
無
之
義
。
自
レ
今
以
後
諸
宗
学
生
分
明
当

レ知
。
是
経
根
性
差
別
亦
約
レ障
約
レ位
方
便
所
説
。
是
故

一
乗
皆
成
約
レ性
約

(1
7
)

レ
心
真
実
所
説
。

す
な
わ
ち
約
位
約
障
が
五
種
性
の
立
場
で
あ
り
、
約
性
約
心
が

一
切
皆

成
の
立
場

で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た

一
文
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

『
通
六
九
証
文
』
に
お
け
る

「
不
レ関
二法
爾
兎
角

無
こ

に
関
す
る

『
守
護
章
』
の
見
解
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
は
第

八
論
難
に
お
い
て
、
徳

一
の

二

切
有
情
本
来
法
爾
と
し
て
五
種
性
差

別
あ
り
」

を
批
判
し
て
、

此
亦
不
レ爾
。
法
爾
差
別
道
理
不
レ妨
二相
遷
一故
。
性
得
之
性
。

一
人
皆
具
。

(
1
8
)

修
得
之
性
。
或
有
或
無
。
已
発
未
発
皆
不
レ同
故
。

と

述

べ
て

い
る
文

と
、

同

じ

く
第

十

一
論

難

に

お

け

る

浬
藁

経

の

○
一
切
衆

生
都
無
二
仏
性
幻
猶
二
如
兎
角

幻
従

二
方
便

一
生

本
無

今

有

已

有

還

無
。
当

レ
知
。
是
人
諺
二
仏
法
僧

幻

○
衆
生
仏
性
非
三
有
如
二
虚
空
幻
非
三
無
如
二兎

角
幻
何
以
故
。

虚
空
常
故
。

兎

角
無
故
。

是
故
得
レ
言
二
亦
有
亦
無
幻
有
故
破
二
兎
角

幻
無
故
破
二
虚
空
。
如

(
1
9
)

レ是
説
者
不
レ諺
二三
宝
幻

と
記
し
て
い
る

「
兎
角
無
」
と
の
合
成
文
を
指

す
も

の
と
考

え
ら
れ

る
。

よ
つ
て
そ
の
意
は
、
兎
に
角
は
本
来
無
い
が
、

そ
れ
と
は
全
く
関

係
な
く
法
爾
と
し
て

一
切
衆
生
に
仏
性
が
具
有

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
そ

れ
が
已
に
現
わ
れ
て
い
る
か
、
未
だ
顕
現
し
て
い
な
い
か
の
相
違
で
あ

る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
関
係
文
か
ら
、
『
通
六
九
証
文
』
の

「
五
種
無
種
性
約
位
所

立
」
に
か
か
わ
る

「
別
章
」
と
は
、
『
守
護
章
』
下
之
下
に
お
け
る
第

一
章
を
総
体
的
に
示
し
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

第
三
の

「
別
章
」
に
つ
い
て
は

「九
証

一
量
」
文
中
の
第
八
証

「通
二

勝
髪
経
中
非
法
証
こ

に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

通
日
。
其
経
所
レ説
人
天
善
根
者
。
不
二但
無
性
幻
亦
有
性
共
有
故
。
其
経

意
。
未
レ遇
二三
乗
善
知
識
一名
二無
聞
非
法
一故
。
復
錐
下遇
二善
知
識
一作
中
善

根
加
然
遇
二悪
縁
一離
二善
知
識
一断
二善
根
幻
故
云
二
離
善
知
識
無
聞
非
法
衆

生
一也
。
荘
厳
論
暫
時
無
性
四
人
。
断
善
根
等
故
。
当
二是
後
義
幻
無
レ因
者

(
2
0
)

未
レ
遇
二
三
乗
善
知
識

一故
。

当
二
是
前
義

幻
具
如
二
別
章

幻

こ

の

「
別
章

」

も

『
守

護
章

』

に
求

め

る

こ

と
が

で

き
る
。

下

之

上

に
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お
け
る
第

一
章
 (上
述
部
分
)
 の
第
十
二
論
難
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

「未

(
21
)

遇
三
乗
善
知
識
」
等
に
関
す
る
衆
生
の
四
縁
を
説
示
し
て
い
る
。

(
1
)
 

諸
仏
等
が
無
顛
倒
の
道
を
説
く
に
値
わ
な
い
衆
生
。

(
2
)
 

た
と
え
値
え
た
と
し
て
も
顛
倒
し
て
修
学
す
る
衆
生
。

(
3
)
 

無
倒

に
修
学
し
て
も
解
怠
し
て
精
進
し
な
い
衆
生
。

(
4
)
 

精
進

し
て
も
諸
善
根
が
成
就
し
な
い
衆
生
。

こ
の
四
縁
を
無
性
の
因
と
す
る
か
仮
設
の
縁

と
す
る
か
で
意
見
が
分
れ

る
。
最
澄
は
後
者
を
と
り
、
四
縁
さ
え
具
足
す
れ
ば
仏
道
を
成
ず
る
こ

と
が
で
き
る
と
説
く
。

そ
の
こ
と
を
暫
時
の
無
性
で
説
明
す
る
。

一
方

『守
護
章
』
下
之
中
に
は

「決
二五
種
性
謬

一章
第
八
」
に
お
い
て
暫
時

四
人
の
無
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

又
有
二
不
定
失
幻
為
下如
三畢
寛
無
性
摂
二第
五
無
性
一故
暫
時
四
人
不
占成
二
仏

(
2
2
)

道
幻
為
下如
三暫
時
無
性
摂
二第
五
無
性
一故
畢
寛
無
性
応
壱成
二仏
道
幻

こ
こ
に
は
徳

一
説
の
あ
い
ま
い
さ
を
指
摘
し
な
が
ら
暫
時
無
性
成
仏
を

説
い
て

い
る
。
こ
の
説
が
如
上
の
四
縁
と
合
致
し
て

『
通
六
九
証
文
』

の
簡
略
文

と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

よ
つ
て
第
三
の

『別
章
』
も

『
守
護

章
』
を
指
示
し
て
い
る
と
判
断
し
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

四

以
上
、
『通
六
九
証
文
』
の

『
別
章
』
に
関
す
る
三
例
を
通
覧

し
て

み
る
と
、

い
ず
れ
も

『
守
護
章
』
の
内
容
と

一
致
し
た
こ
と
が
判
明
し

た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
て

『
通
六
九
証
文
』
は

『
守
護
章
』
撰
述
以

降
の
著
述
書
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
る
に
弘
仁

十

二

年

の

『
法

華

秀

句

』

に

は

『
通

六

九

証
文

』

に
対

す

る
徳

一
の
反

論

書

が

記
載

さ

れ
て

い
る

こ
と

か

ら
、

書

物

の
往

復

期

間

と
徳

一
の
反

論

書

撰

述

の
期

間

と

を

勘

案

す

る

と

遅

く

と

も

弘

仁
十

年

頃

に

は
成

立

し

て

い
た

と
見

な
く

て
は

な

ら

な

い
。

し

か

ら

ば

『
通

六
九

証

破

比
量

文

』

の
撰
述

時

期

は

『
守

護

章

』

の
著

わ
さ

れ
た

弘

仁

九
年

以

降

で
あ

り
、

し

か
も

弘

仁
十

年

以

前

で
あ

る

と

推

定

す

る

こ

と

が

可
能

と

な

る
。

1
 
伝
教
大
師
全
集
 
(
以
下
伝
全

と
略

称
)
 三
、

七

一
。

2
 
大
正
四
三
、
六

一
二
、

a
。

3
 
伝
全
三
、
七

一
。

4
 
伝
全
三
、
七

二
。

5
『
守

護
章
』
の
構
成

と
類
似

す
る
。
「
最
澄
↓
徳

一
↓
最
澄
」
。
拙
稿

「
徳

一
の
中
辺
義
鏡
撰
述
意
図
」
仏

教
学

研
究
三
十

一
号
。

6
 

も
し

『
遮
異
見
章
』

に
誤
り
な
し
と
す
る
な
ら
ば
本
書

は
、
『
守
護
章
』

へ
の
反
論

の
意
味
を
も
含
ん

で
い
る
の

で

『
通

六

九
証

文
』

の
撰

述

を

守
護
章
』
直
後

と
考
え
る

こ
と
も
可
能
と
な

る
。
田
村
晃
祐

「
徳

一
の
遮

異
見
章

に
つ
い
て
」

印
仏
十
八
-
二

参
照
。

7
 
巻

八
、
八
三
。

8
 

三

一
八
頁
。

9
『
上

古
天
台
本
門
思
想
史
』
五

二
頁
。

1
0
 伝
全
二
、
七

二
六
-
七

二
七
。

1
1
 伝
全

二
、
六
三
九
。

1
2
 伝
全
二
、

六
四

一
。

1
3
 伝
全

二
、
七

四

一
-
七
四
二
。

1
4
 伝
全
二
、
六
六

一
。

1
5
 伝
全

二
、
五

二

一
。

1
6
 伝
全
二
、

五
二
三
。

1
7
 伝
全

二
、
五

三
五
。

1
8
 伝
全

二
、
五
二
三
。

1
9
 伝

全
二
、

五
二
六
-
五

二
七
。

2
0
 伝
全
二
、

七
四
二
。

2
1
 伝

全
二
、

五
二
八
-
五

三
三
。

2
2
 伝
全
二
、

六
〇
〇
。

(
龍
谷
大
学
講
師
)

『
通

六
九
証

破
比
量
文
』

の
撰
述
年
時
に

つ
い
て
 
(
浅

田
)
 

二
九
三
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